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萬：萬です。よろしくお願いいたします。早速、本日のテ

ーマを進めてまいります。 

本日は、最初にそれぞれお話をいただいた上で、3 つの

テーマで議論を進めてまいります。まず、私からお話しさ

せていただきます。 

自己紹介として、私がなぜ生成 AI にのめり込んだのか

をお話しします。2020 年に会社を定年退職した後、ちょ

うどコロナ禍となり、どこにも行けなくなりました。そこ

で、コンサルティングの仕事を始め、困りごとを解決する

活動に取り組みました。中小企業向けには、他社特許への

抵触を回避するための SDI のサービスを提供していまし

たが、分類に時間がかかるうえ、R&D 担当者が読むのに

も時間がかかるという現状がありました。これを改善した

いと考え、機械学習で解決できないか検討しました。実際、

機械学習で対応できる部分も多かったのですが、ある会社

では 37 分類を作成する中で、35 分類はうまくいっても残

り 2 分類がなかなかうまくいきませんでした。機械学習に

は限界があると感じていたところ、ちょうど生成 AI が登

場しました。機械学習ではタイトル、要約、請求項のみを

入力していましたが、本来は全文を読み込み、技術思想を

理解したうえで分類する必要があります。一方で、全文を

入力すると機械学習は精度が低下してしまうため、全文要

約には生成 AI が非常に力を発揮します。機械学習では精 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度が 7 割程度だったものが、生成 AI を使うと 9 割以上の

精度が出るため、生成 AI は非常に有用だと感じ、使い始

めました。 

昨年 12 月には、知財無形資産ガバナンス協会にて「生

成 AI の活用推進協議会」を設立させていただきました。

私と、こちらにおられる島津製作所の阿久津部長が共同代

表を務めております。現在、120 名以上の方々が分科会に

参加しており、今年 1 月から分科会活動を開始したところ

です。今後、多大な成果が出てくると考えております。 

生成 AI に関して技術水準を確認します。縦軸は知能指

数を表し、人間の知能指数の平均は 100 です。横軸は生成

AI が出てからの年月です。登場当初は知能指数が 70 未満

でしたが、徐々に向上しました。一昨年 5 月に出た

ChatGPT4o がかなり良くなった一方、知能指数はまだ 90

台で、技術が分からないため、知財や技術の領域では使い

にくい状態が続いていました。ところが一昨年 9 月に、

OpenAI の o1 モデル（推論モデル、リーズニングモデル）

が登場し、技術が分かる生成 AI として、これを早期に取

り入れた会社では成果が出ています。例えば本日お越しの

島津製作所様は、o1 の登場後すぐに使い始め、成果を出

されています。 

しかし、多くの会社では技術が分からない AI を使い続

けており、なかなか実装が進まなかったように思います。
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その後、昨年 8 月に GPT-4 から GPT-5 になり、技術が

分かるものになりました。しかも GPT-5 は、多くの会社

で使われている Copilot を裏側で支える LLM であり、非

常に賢いものを使えるチャンスが出てきました。昨年秋以

降、生成 AI を使える技術者や知財担当者が増え、急速に

広がってきていると考えております。さらに、推論モデル、

ディープリサーチ、ナノバナナプロ（図形を書ける機能）

といった機能が、非常にエポックなポイントになっていま

す。 

残念ながら日本の LLM は、まだ発展途上です。中国は

大体 3 カ月遅れ程度で追随しているようです。ただし、1

～2 年遅れで確実に出てくるため、日本の LLM でしっか

りしたものが出てくると、より多くの問題が解消できると

考えております。そうなると、プログラムを書いている人

は、これまで 1 からプログラムを書いていたものが、1 か

ら書かなくなったというのが今の世界ですが、知財でも同

様に、最初から特許明細書を書く、実務を行う、調査を行

うといったことは少なくなり、AI にいかに実行させ、そ

の成果がどう出てきたかをチェックする立場へと、仕事が

変わっていくと考えております。 

なお、昨年 12 月以降の生成 AI は、私見ですが、レベル

4（発明を生み出す）に近いレベルまで来ていると考えて

おります。生成 AI のレベルが高くなり、理論的な発明ま

でできる、これまで人間が考えつかなかったことができる

レベルまで来ているということです。その結果、知財業務

への応用について、2024 年 3 月時点では「×」や「△」

が多かったものが、昨年 8 月に GPT-5 が出た時点で多く

のことができるようになり、ほとんど「〇」になりました。

昨年 11 月、12 月の生成 AI のアップグレードを踏まえる

と、現時点では、知財業務で生成 AI にできないものはな

い状態になったと考えております。 

この後、羽矢﨑様、阿久津様、内田先生の順にお話をお

願いいたします。 

 

羽矢﨑：エイターリンクというディープテック・スタート

アップで、知財戦略リーダーをしております羽矢﨑と申し

ます。 

私がお伝えしたいのは、「技術の可能性を事業価値にす

ること」です。私がスタートアップで取り組んでいること

はこれに尽きます。AI 時代に不安もありますが、いかに

事業価値につなげるかを現場で必死に取り組んでいるこ

とや、「こんなことができる」「希望を失わなくてよい」と

いった点をお伝えできればと思っております。 

昨年、知財功労賞 特許庁長官賞をいただきました。ま

た、特許ポートフォリオは 139 件程度となり、特定のワイ

ヤレス給電分野では日本一になることができました。資金

調達も、ありがたいことに進んでおります。 

当社は、スタンフォードの研究を基に、バッテリーレス

のペースメーカーを作っていたメンバーが創業しました。

心臓ペースメーカーはバッテリーが大きいため、外部から

電力を供給できる技術をコアとしています。WPT（ワイ

ヤレス給電）が世界標準になるよう、WRC 等にも働きか

け、国際標準化に取り組んでいる会社です。 

本日のテーマに関連して、登壇の機会をいただきました。

半年ほど前にも同様の機会がありましたが、さらに半年後

には状況が変わっていると思います。そこで、「生成 AI が

知財を終わらせてしまうのか、始まりなのか」という問い

を立てました。 

実際、不安はあります。2～3 年前に行っていたことが、

かなりできるようになってきた実感があります。数カ月か

かっていた調査が数時間、数十分でできたり、苦労してい

たドラフティングや管理が簡単になったりしています。 

しかし、終わりなのか始まりなのかという点では、コス

ト削減だけで終わってはいけないというのが私の思いで

す。効率化だけで終わらせるのではなく、その先に、スタ

ートアップの現場ではやり続けることがあると感じてい

ます。 

当社は少ない人数で進めていますが、結果として「もっ

とやってほしい」「もっと調査してほしい」「もっと発明創

出してほしい」と求められます。事業価値につながる知的

財産のあり方を追い続けていきたいと考えています。私は

技術部に所属しており、スタートアップですので知財部門

を作るまでには至っていません。事業や技術と一体となっ

ていることは、幸せな状況だと感じています。 

知財がなくなるかというと、そのようなことはないと考

えています。デザインシンキングや会計、ファイナンスな

ど、経営者が当たり前に使う言葉も、かつては専門領域で

した。知財やプログラムもできてしまう時代になってきて

いるので、「知財部門」という言葉にこだわる必要はない

と思います。 
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もはや特定部署の専売特許のようなものではなくてよ

いと感じています。本質的に変わっていないことがあると

思っており、ここで申し上げたいのは、私が 20 年来教わ

ってきたことです。私はキヤノンの丸島儀一先生のもとで、

大学院で学んでまいりました。 

ディープテック・スタートアップで取り組んでいること

は、丸島先生が言われていることと全く変わっていないと

感じています。戦後にキヤノンやソニー、ホンダが述べて

いたように、令和のスタートアップとしてグローバルで戦

いたいと考えています。先生から伺っていた「ゼロックス

の 100%市場シェアの特許を全件読む」という話は、まさ

に IP ランドスケープだと思いますし、それを超えて自ら

の知財を創出することも、全く変わっていないと思ってい

ます。時代は変わっても、事業で勝つことは変わりません。

そのために、事業戦略、技術戦略、知財戦略があるという

仮説を、今も説き続けているだけです。 

この問いに答えは尽きません。決断を迫られる経営者や

技術リーダーに対して役に立てるかどうか、事業で解きた

いこと、技術で解きたいことを知財の観点から読み解き、

必死に仮説を検証し続けることが、知財人材としてやり続

けることだと考えております。 

以上、自己紹介でした。 

 

阿久津：私は島津製作所で知財部長を務めております。先

ほど萬先生からご紹介いただいたとおり、知財無形資産ガ

バナンス協会の「生成 AI の活用推進協議会」にて共同代

表も務めており、業界の熱意を非常に感じています。 

会員の皆様から、「取り残されないようにしたい」とい

う強い意思が伝わってきますし、分科会を実施すると皆様

とても元気です。楽しんで活用しようという方が集まって

いますので、知財業界は暗い未来だと言う方もいますが、

私は明るい未来しか見えないと思っています。 

当社の知財部は 24 人、または 23 人程度の小規模組織

で、関係会社で FTO も実施しております。こうした一般

的なメーカーでも、生成 AI が一定の効果を生んでおり、

その金額は年間 1 億 2,000 万円程度です。 

資料には 8,000 万円と記載しておりますが、最近では 1

億 2,000 万円程度です。事業部の研究開発者の工数で言い

ますと、おそらく 9 割程度の削減ができているのではない

かと考えており、生成 AI の効果を非常に実感していると

ころです。 

経営層としても、これまでコストセンターで「お荷物」

という扱いをされていたような部門でしたが、これだけの

効果を生み出しています。しかも他部署では、ここまでの

効果が出ていないため、知財部が一目置かれるきっかけに

もなってきていると感じています。 

当社では、あらゆる業務で生成 AI を活用してきました。

各地で発表もしておりますが、発表のたびに活用アイテム

が増えていると感じています。現在では、人だけで行って

いる業務はほとんどない状態にまで来ています。 

発明を抽出するところから、届出書を理解するところ、

先行文献調査、明細書を作成するところまで、一通り生成

AI で業務ができるレベルになってきています。これに伴

い費用と工数が削減されていますが、経営に最もインパク

トがあったのは、当初から取り組んだ FTO です。知財部

の工数を削減しても、経営者からすると「では人を減らし

ます」という話になり得ますが、研究開発者の工数を削減

すると、開発や研究に集中でき、会社の成長に直結すると

いう認識を持たれます。ですから、まずはここで成果を出

すことが最初のステップでした。 

改良を重ねる中で大事なのは、組織として運営すること

です。一人だけ生成 AI が得意な人が自分の業務だけを効

率化することは、できているところもあると思いますが、

組織として動かすと大きなパワーが出ます。 

その際のポイントは、業務フローを明確にすることです。

資料には「1、2、3、4、5」と記載していますが、FTO の

進め方を示しています。まずは今回開発した事項をヒアリ

ングし、何が新しいのかを把握します。 

次に検索式を考え、検索式に基づいて検索を行い母集団

を作ります。母集団を作ったら、スクリーニングを行って

不要なものを除外します。残ったものを知財部と一緒に検

討し、最後に報告書を作成します。このような業務の流れ

がありますが、生成 AI でこれらを上流から下流まで一気

に流すことも可能です。 

ただし、途中の各工程（1～5）には、人が判断すべき事

項が入ります。業務を洗い出してみると、ヒューマン・イ

ン・ザ・ループを実現する必要があることが分かってきま

す。どの場面で、人の知識を用いて生成 AI の出力を判断

すべきかという観点で考えると、全てを AI で一気に行う

のではなく、途中に判断工程を入れた方がよい場面が必ず
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あります。 

この設計は、企業の組織に落とし込む際に非常に重要だ

と考えています。私たちは生成 AI 担当の 4～5 人のグル

ープでワーキングを形成し、設計と最新生成 AI への対応

を継続してきました。 

作成したプロンプトは全員で共有する仕組みです。課題

となるのは、プロンプトを作る人以外の人に、いかに浸透

させるかという点です。そのために、操作感を良くする、

ワンクリックで業務ができるようにする、出力が揺らがな

いようにする、上司への報告を義務化するなど、さまざま

な手立てを通じて組織に浸透させてきました。 

皆様の画面は、Gemini が流行している時は黒く、

ChatGPT の時は白く、といった形で、常に AI を立ち上げ

て仕事をする状況になってきました。その先では、社員の

役割とは何かが問われますが、最終判断として、ヒューマ

ン・イン・ザ・ループで判断する事項が必ずあり、その役

割がより強くなっていきます。 

そのためには、知財やビジネス、事業戦略などの専門知

識を持つ人が出力を判断することが重要です。そうした人

材を知財部が抱え続ける限り、知財部という部門はなくな

らないと考えています。 

その専門性は各事業部の中にあってもよいですし、知財

部が独立部署でもよいと思います。ただ、それをコントロ

ールしようとすると、ある程度以上の規模が必要になりま

す。そのため、一定規模以上の会社では、知財部を共通で

置く意義があるのではないかと考えています。 

以上を踏まえ、本日のパネルディスカッションを楽しみ

にしております。よろしくお願いいたします。 

 

内田：よろしくお願いいたします。弁護士の内田と申しま

す。 

私も幅広く業務に携わっております。政府系の業務に関

与したり、ガイドラインを作成したり、弁護士ランキング

で 1 位をいただいたりしております。私は弁護士・弁理士

として、例えば属否の検討等で生成 AI を活用しています。

具体的には、イ号製品に関する仕様書や設計図書をあらか

じめナレッジに入れておき、請求項 1 検索でヒットした特

許の請求項 1 を CSV ファイル化して一括で属否検討を行

います。1 件ずつ確認すると 1～2 日程度かかる作業が、

数十分程度で終わるようなやり方も可能です。 

ただ、先ほど阿久津様のお話にもありましたとおり、基

本的には一次チェックとして扱っています。私の場合、AI

を全面的に信じることができない立場ですので、もちろん

自分の目で確認しています。ほかに契約業務では、条項の

バリエーションを出す際に生成 AI を使うこともあります。 

例えば、ある条項が甲に有利な内容になっている一方で、

乙が承諾しづらい内容である場合に、「甲にとって有利な

状態を維持しながら、乙が承諾しやすい内容を複数提案し

てください」といったプロンプトを入力し、複数のバリエ

ーションを出します。そのまま使うことはあまりありませ

んが、良さそうなものをピックアップし、さらにカスタマ

イズして実際の契約条項にするといった使い方もしてい

ます。 

ここから法的な話に移ります。まず規約との関係で申し

上げると、非常に重要な点がありますので、ぜひ本日覚え

ておいていただきたいのですが、ChatGPT、Claude、

Gemini などは、個人向けと事業者向けの 2 種類の規約が

あります。 

どの規約も同様の建て付けですが、個人向けには明確な

秘密保持義務の規定がありません。そのため、入力データ

を入れた瞬間に、会社の営業秘密であれば秘密性を失うこ

とになりますし、秘密保持義務を課さずに第三者へ提供し

たのと同じ状況になってしまいます。 

一方、事業者向けでは明確に秘密保持義務を負うため、

営業秘密性を失うことにはなりません。ここで注意点とし

て、会社のルール作りをする際に、厳しめのルールを作り

「使うな」というルールにしてしまう会社もありますが、

そうすると従業員が勝手に生成 AI を使い出すことがあり

ます。 

いわゆるシャドーIT の問題です。事業者向けの取引規

約では、最低 5 アカウント等の条件が付くことが多く、月

額費用もかかります。従業員が個人でそのような契約をす

ることは想定しづらいと考えられます。 

その結果、個人向けの無償または有償のサービスを利用

することになり、秘密保持義務を負わない状態となって問

題になります。これが本日お伝えしたい最も重要なポイン

トです。 

続いて著作権との関係です。例えば、事業者 X が第三者

の著作物をプロンプトに入れて「要約してください」と指

示した場合、著作権侵害となる可能性が高い使い方になっ
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てしまいます。もちろん侵害にならない方法もありますの

で、詳しくはスライドをご確認いただきたいのですが、一

つは著作権法 30 条の 4 の情報解析に当たる場合です。 

例えば、文章のデータ部分だけを抜き出して使う、句読

点を数える、文字数を数えるといった使い方であれば、表

現そのものは使っていないためセーフということになり

ます。もう一つは著作権法 47 条の 5 で、いわゆる軽微利

用といわれるものです。元の著作物のおおむね 10%程度

であればセーフといわれており、その程度を入力する方法

です。 

現状の日本の著作権法では、第三者の著作物を入力する

ことは、セーフと言いづらいと考えています。 

著作権法をどのようにクリアするかについては、30 条

の 4 でクリアするやり方、47 条の 5（軽微利用）でクリア

するやり方、著作物性がない部分のみを利用するやり方

（例えば法令等）があります。判例等は権利の目的となら

ない著作物ですので、そういったものを使う方法もありま

す。また、裁判手続利用もあります。私たちの場合は、こ

れでほとんどセーフになりますので、ほとんどこの方法を

用いています。 

最後に、確実とは言えませんが、引用すれば基本的にセ

ーフではないかと、私個人は考えております。ただし、こ

れはまだ多数説とは言えませんので、今後の検討の蓄積を

待つ必要があると考えております。 

秘密保持との関係では、先ほど申し上げたとおり、生成

AI 事業者との間で秘密保持義務を結んだ状態で提供すれ

ば、営業秘密性は失われないことになりますので、秘密保

持義務を結ぶことが重要です。 

ただし、Copilot を使われている方には注意点がありま

す。Copilot の場合、検索クエリの情報が生成サーバーか

ら検索サーバーに送られ、その時点で秘密保持義務の範囲

外になるため、検索クエリに含まれた営業秘密が失われる

リスクがあります。Copilot を使われている方は、検索機

能をオフにしていただきたいと思います。 

第三者から受領した秘密情報については、結論として、

目的外利用禁止に当たる可能性が高いため、第三者から受

領した秘密情報は入力しないというルール作り等が必要

になります。最後に個人情報との関係ですが、結論を申し

上げますと、日本の生成 AI 事業者の場合は、いわゆる委

託扱いになりますので、個人情報を仮に入力したとしても

セーフです。 

一方、O 社または G 社でも構いませんが、外国企業の

場合は、個人情報保護法 28 条の手続が必要になります。

28 条の手続は次のスライドに記載しておりますので、お

手元でご確認ください。簡単に言うと、DPA（日本の個人

情報保護法に基づいて管理する旨の契約）を締結しておけ

ば、個人情報保護法違反の問題は生じないため、個人デー

タを入力しても構いません。ただし、多くの会社では入力

しないルール作りをしていると思いますし、私も実際に入

力しないようにしております。以上で、法令に関する説明

を終えます。 

ありがとうございました。 

 

萬：どうもありがとうございました。セッショントークと

して、それぞれの方にお話しいただき、どのようなことに

取り組まれているのかは把握できたのではないかと思い

ます。ここから、本日のテーマに入ってまいります。 

最初の各論では、「施策の導入時の課題と解決策で重視

した判断項目」というテーマで議論に入ってまいります。

最初は阿久津様から口火を切っていただければと思いま

す。 

 

阿久津：テーマは導入時の課題ですが、当社でも 2023 年

に、生成 AI である ChatGPT 3.5 が出た頃から導入を始め

ました。まずは「ChatGPT を使わせてください」という

ところから始まり、IT 部門や法務部門とのせめぎ合いが

発生しました。 

この点は、今も各社で「なかなか導入できない」という

声をよく伺いますので、一番大変だった部分だと思います。

当社では、理詰めで乗り越えました。データがどこにどの

ように渡り、セキュリティがどうなっているのかを、

OpenAI 社や Google 社の規約等を含めて調べました。そ

の上で、法務部門や IT 部門に説明し、「反論があれば言っ

てください」と説得しました。ただ、IT 部門としては全

社展開にはリスクがあるため、なかなか了承を得られませ

んでした。そこで、知財部長が責任を負う前提で、まずは

知財部だけでも利用を認めてほしいとお願いし、了承を得

ました。 

島津製作所では、現在もそのような体制となっておりま

す。一定程度のリスクヘッジができていれば、部門長の判
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断で実施してよいという方向に変わってきたと感じてい

ます。やはり、説明できるだけの材料を集めることが必要

だと思います。 

もう一つの課題は、部内、特に下位社員への浸透です。

特にベテラン層にいかに浸透させるかは、かなり困難でし

た。先ほど申し上げたとおり、操作感を良くすることに加

えて、必ず一つの業務でもよいので、部長や課長に説明す

る業務を作り、その出力が生成 AI ベースでないと却下す

る、といった強制力を働かせる方法も、導入時の進め方と

して有効ではないかと思っています。 

 

萬：ありがとうございます。羽矢﨑様、社内ではどのよう

に使われていますか。 

 

羽矢﨑：先ほど事業者利用と個人利用のお話がありました

が、スタートアップでは、体感として 3 割程度でしょうか。

スタートアップのコミュニ ティで調べると、Google 

Workspace を使い、Google Drive を中心に運用している

会社が 3 割程度あります。当社も同様です。その場合、

Google Drive 上にフォルダを置いているのと同等の感覚

で、Gemini や NotebookLM 等を使えるようになったこと

が、導入が進んだ最も大きな要因でした。 

それまでは、特許データベースの商用データをダウンロ

ードして解析する際、ある程度スタンドアローン PC のよ

うな環境で実施するのが基本でした。それが Gemini の利

用によって、特に稟議等を要せずに進められたことは大き

かったと思っております。 

 

萬：ありがとうございます。 

内田先生、今のお二方のお話を踏まえて伺います。内田

先生は、法的な問題を指摘しつつも「生成 AI は使った方

がよい」とお話しされていると思いますが、先生のお話を

きっかけに生成 AI を使い始めた会社もあると伺っていま

す。いかがでしょうか。 

 

内田：はい、あります。 

 

萬：先生としては、どのような印象をお持ちですか。 

 

内田：まず、恐れないことです。便利なツールですので、

恐れずに使うことが大切だと思います。先ほどお二人がお

話しされたとおり、Google も ChatGPT も、適切な手続

を取れば適法に使えますので、そこを恐れずに使っていく

ことが重要です。一方、ルール作りのお手伝いをする立場

として気になるのは、ルールが「ルールになっていない」

点です。 

例えば「第三者の著作物を入力しない」といったルール

は正しいのですが、現場の方は、それが著作物に当たるか

どうかを判断できない場合が多いと思います。社員が安心

して生成 AI を使えるようにするには、「この使い方なら

問題ありません」という範囲を、ルールを作る側が責任を

持って検討し、提示することが大事だと考えています。 

ただし、禁止事項を書くのではなく「OK です」と明記

することには当然リスクも伴います。そのため、先ほどの

阿久津様のお話にもありましたが、「私の責任で使います」

という管理部門側の覚悟、いわば器の大きさが必要です。

覚悟がないと、今度はシャドーIT の問題により、従業員

が勝手に使い出してしまいます。そこのバランスの見極め

が非常に重要だと考えています。 

 

萬：ありがとうございました。阿久津様のお話でいつも感

心するのは、「私が責任を持ちます」とおっしゃる点です。

そうした発言ができる知財部長の方は多くないと思いま

すが、阿久津様は、さまざまな会社の方々とお話しされる

中で、どのような印象をお持ちでしょうか。 

 

阿久津：私も、根拠なく OK したわけではありません。普

段使っているデータについて、OpenAI 社の規約等を踏ま

えて漏えいしないことが分かったからこそ、そのように申

し上げています。ただ、そこまでリスクを計算することは、

実務をあまりされていない部長の方や、経営判断が中心の

部長の方にとっては難しい面もあると思います。そのため、

委員会や、今回の生成 AI の活用推進協議会のような場で、

公的にレギュレーションを示してあげると、そうした部長

の方も OK しやすくなるのではないかと考えています。 

 

萬：羽矢﨑様、何かコメントはありますか。 

 

羽矢﨑：ここは、スタートアップ側の当社というより、ス

タートアップのコミュニティでもよく聞く言葉ですが、ス
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ピードが重要です。他社が生成 AI を使って競争に勝てる

かどうかを考えると、「使わないことがリスクである」と

捉えています。 

すでにグローバルで先行しているプレーヤーがいる中

で、本気で事業を作り、技術を作ろうとしたとき、それで

勝てるのかという観点になります。確かに一定のリスクバ

ランスはありますが、スタートアップとしての判断であれ

ば、踏み込むべきだという結論を取ることもあると考えて

います。 

 

萬：生成 AI を導入する際の課題や解決策、重視した判断

項目などについて、ヒアリングした結果を生成 AI に入力

すると、きれいなプレゼン資料にまとめてくれるところま

で来ています。詳細は後ほどじっくりご覧いただければと

思いますが、多くの会社で、同様の課題が経験されている

と考えています。 

その中で先進的な取り組みをされているのは、先ほど阿

久津様からお話があったとおり、最後はスピード感を持っ

て使い切ること、問題がないという確信を持った上で使い

切ることが重要であり、そのためには人間の判断が必要だ

という点です。 

また、いろいろ使えるようになったとしても、効率化だ

けでは不十分で、知財がどこへ向かうのかを考える必要が

あります。事業に貢献し、経営に貢献し、本日のテーマで

ある「稼ぐ」ことに貢献するために、自社のどこに課題が

あり、どこに力を入れればつながるのかをしっかり考える

ことが重要だと考えています。この点について、阿久津様、

コメントをいただけますでしょうか。 

 

阿久津：「稼ぐ力につなげる」という観点では、これまで

の知財部は、提案された発明を権利化し、そのサイクルを

回す部署が多かったと思います。最近は、IP ランドスケ

ープや情報処理を通じて、いかに顧客に踏み込むか、事業

ポートフォリオをどう組み替えるかといった議論まで進

んできていると感じています。 

その際、市場情報の調査（IP ランドスケープ）と権利化

の業務が、きちんとリンクして進む必要がありますが、こ

れは作業として相当重いものです。ここを生成 AI で加速

できる点が理解されるところだと思います。これを推進す

ることで、日本企業の企業力・競争力は大きく上がると考

えており、この融合が今後重要になるのではないかと個人

的に思っています。 

 

萬：ありがとうございます。羽矢﨑様、スタートアップで

は経営との距離が近い分、より踏み込んだ使い方をされて

いるのではないかと思います。 

 

羽矢﨑：先週、Claude Code 等でエージェント機能が使え

るようになり、まさに阿久津様がおっしゃるように、ラン

ドスケープと権利化を回すことをより速くできるように

なってきています。 

これを速くするために、経営者側、発明提案側、先行調

査側といった役割（ロール）を与え、それぞれを回してい

くことが可能です。私は日曜日に自分で開発し、ローカル

PC 上で 9 万件のデータからアイデアを創出したうえで、

知財空間上で取れる見込みが高いクレームを作ることが

可能になりました。こうしたことが、今では週 1 回程度で

きる時代になっています。 

 

萬：ありがとうございます。午前中に羽矢﨑様からそのお

話を伺い、私も先週リリースされた Claude 4.6 のコード

機能が非常に高性能で、ベンチマークでも上位であること

を見て、個人のパソコンでも活用できるのではないかと感

じました。ウェブにアップする必要がないのではないかと

思い始めたところ、羽矢﨑様はすでに実施されていました。

パソコンを新調され、その中で運用されていると伺い、世

の中がそちらの方向に向かっていくと感じました。そこで、

内田先生にお伺いしたいのですが、こうした状況において、

新たに検討しなければならない法的な課題は生じるので

しょうか。 

 

内田：今のお話のような使い方であれば、基本的にローカ

ルで回っているため、問題ないと思います。 

 

萬：一般に指摘されている問題も、ローカル PC で実行で

きるようになると、かなり解消されるのではないかと思い

ます。このスピードで生成 AI の性能が高まると、ローカ

ルで実行でき、自分のパソコンで LLM がさまざまなこと

を実行してくれるようになり、多くの問題が解決するので

はないかと期待しています。先週から、その感覚が強くな
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りました。続いて次のテーマに移ります。次は人材につい

てです。生成 AI に質問し、Gemini 等を使うと、こうした

内容が一度で出てくる時代になったと感じます。一般的に、

知財人材が担うスキルは変わっていくと言われており、こ

れまでの出願・権利化部隊も変わる必要があると言われて

います。この点について、羽矢﨑様、口火を切っていただ

けますか。 

 

羽矢﨑：近年のノーベル賞では産業革命を研究するテーマ

も多く、このアナロジーで語れると思っています。 

知財業務は手工業的だったと思います。熟練職人の作業

が産業革命でどうなったかというと、機械工業化しました。 

職人技は消えませんでしたが、大量生産における設計者

やライン管理、責任を持つ役割は重要でした。同じアナロ

ジーで知財業界のこれからを考えると、設計する力、工程

管理を行う力、そして責任を取る力は、AI には置き換え

にくいと見ています。これを見据えた育成が必要です。 

また、先ほど申し上げたとおり、ロールを分けてチーム

を分け、権利化担当、渉外担当、企画担当といった形で並

列で走らせることができるようになってきました。コンテ

キストの理解も可能になりつつあり、さらにそれがローカ

ル PC で動き始めています。この進化は止まっていないの

で、来年の今頃には、現在 Claude ベースでできる内容が

PC に入っていても全くおかしくないと思います。その時

代に何をするかというと、冒頭に戻りますが、AI が答え

られない領域、すなわち事業仮説や技術仮説を解き続ける

ことです。「分かるなら教えてほしい」と感じるような領

域ですが、それでも分からない領域を解き続けることは引

き続き難しいままです。 

同じ先行調査やランドスケープを行っていても、「どこ

なら事業で勝てるのか」「どの知財でどうするのか」を考

える量が増える時代になります。例えば、特許ポートフォ

リオの解析も、4 万件規模で実行できるようになってきて

います。数年後にはさらに進むでしょう。したがって、組

織のオペレーティングシステムを変え、設計により、知財

設計の責任を取れる人へシフトし、その人材を育成するこ

とが重要だと考えています。 

 

萬：阿久津様、今のお話を聞かれていかがでしょうか。 

 

阿久津：知財設計について、AI にできることを追求して

いくと、人ができないと思っていたことも、AI ができる

ようになっていきますが、最後に残るのはここだという点

が非常に興味深いところです。 

当社でも、生成 AI で特許性を判断する取り組みを行っ

た際に、生成 AI を超える部分として、いわゆる「ぴりっ

としたクレームを書く」といったスキルが必要だと感じま

した。そうしたことができる人は限られており、これが将

来 AI でできるようになるかというと、しばらくは難しい

のではないかと思っています。なぜなら、生成 AI は学習

データがあるから性能が上がりますが、企業内のごく一部

の人の頭の中にしかないようなスキルは、学習の対象にな

りにくいと考えるからです。そこが最後に残る部分であり、

そのスキルを使って、いかに経営に資する知財を設計して

いくかが重要になります。その職能をどう高めるのかが、

今後の課題だと私も考えています。 

 

萬：内田先生、コメントはありますでしょうか。 

 

内田：専門家の目線で申し上げると、まず、AI の普及は止

まらず、今後さらに進み、精度も上がるのは間違いないと

思います。その中で必要とされる人材になるためには、AI

を超える部分を作っていく必要があります。例えば AI が

出したクレームについて、専門家として一段上の付加価値

を出すことが求められると考えます。また、実際に使って

いると、想定と違う出力が出る、つまり間違うことがよく

あります。しかし、人間は AI を信じてしまいがちです。

そこで、きちんと確認する、あるいは短時間で確認し、誤

りを素早く見つける能力を磨く必要があると思います。 

 

もう一点は、社内で導入しても、なかなか普及しないと

いう現状です。プロンプトを書く能力が属人化しがちで、

使える人は使える一方、使えない人は全然使えないという

状況が起きます。翻訳程度にしか使っていないといった話

にもなりがちです。そのため、会社の中で自社業務に特化

したプロンプトを作成できる人材を育てること、また、そ

の人が作ったプロンプトを蓄積していく業務フローを設

計することが必要だと思います。 

私がセミナーでお話ししている方法として、職務発明の

ような形で、優秀なプロンプトを作った方を表彰する制度
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があってもよいのではないかと考えています。例えば年 2

回、一番優秀な人に 30 万円、2 番目に 20 万円、3 位に 10

万円といった形で表彰する方法です。同じ人が毎回 1 位に

なるのを避けるため、殿堂入りのような仕組みを設けるの

もよいと思います。良いプロンプトを作れば会社のために

なりますし、金銭的に評価することで人材育成にもつなが

ると考えています。以上です。 

 

萬：プロンプトが重要だという点は理解していますが、私

は少し違ったイメージを持っています。私は自分自身でプ

ロンプトを作ることが、ほとんどなくなりました。初期の

生成 AI では、細かくプロンプトを作らないと言うことを

聞いてくれませんでしたが、賢くなった生成 AI は、こち

らの意図を伝えると、生成 AI 自身がプロンプトを作って

くれます。そのプロンプトに対して「ここをもう少し深め

る」「これは不要」といった形で調整した方が、良い結果

が出ると感じています。 

 

内田：その点は否定しませんが、例えば弁護士業務では判

例分析をさせることがあります。ただ、一般的なプロンプ

トでは、当事者の主張と裁判所の判断の区別が十分にでき

ていないことがあります。私のプロンプトでは、「裁判所

の判断は『当裁判所の判断』以下に書いてください」「規

範や定義的な部分は原文から引用してください」といった

形で、業務に特化した指示を入れています。このように、

自社業務に特化したプロンプトを作ろうとすると、その会

社の人しかできない部分があるのではないかと考えてい

ます。もちろん、その特化型の作成を AI に支援させるこ

とも可能ですが、個々人の能力や考えが必要になるケース

もあると思います。 

 

阿久津：AI がプロンプトを書けるということは、業務を

AI が理解しているということでもあり、将来的にはプロ

ンプトを残さなくてもできるようになるかもしれません。

しかし、現時点では、プロンプトを書かないとできない業

務が残っています。また、指示が曖昧だと、実行のたびに

出力が変わる（揺らぐ）ことがあります。定着業務にする

ためのプロンプトは、揺らぎを減らす意味でも、まだ必要

だと考えています。 

 

萬：羽矢﨑様、いかがでしょうか。 

 

羽矢﨑：私は最近、プロンプトエンジニアリングを超えて

きたと感じています。ソフトウェアの世界では AI 駆動開

発（AI DD）が起きており、先ほど申し上げたように、ソ

フトウェア開発チームをロールで分けて開発することが

できるようになっています。 

知財でいうと、発明は権利化できるのかという根幹に対

して、先行調査側（権利化できない理由を指摘する側）と、

権利化側（権利化したい側）といった別のロールを与えて

戦わせると、プロンプトを細かく作るとは別の軸で進化す

ることを目の当たりにしています。もともとは 36 条相当

の知識を AI に渡して明細書を書かせるような使い方もし

ていましたが、クレームを磨く際に、侵害者・被侵害者の

立場で言い逃れをする側と、先行調査を超えて権利化する

側を AI に担わせて戦わせると、優れたものになっていく

時代になってきたと感じています。業務設計のポイントは

大事ですが、ゴール設定とロール設計を適切に与えること

で、別次元で進化し得る時代の入り口にいると考えていま

す。 

 

萬：プロンプトが重要である点は共通しています。一方で、

生成 AI が知らないであろう領域を攻めるときはプロンプ

トが重要で、生成 AI が理解している領域ではそれほど重

要ではないという整理もできます。また、プロンプト自身

を戦わせることで、生成 AI 自身が成長していくという見

方もあります。先週出たとされる「GPT 5.3 コード」は、

生成 AI 自身が生成 AI を作ったという話もあり、人間を

介さずに生成 AI が賢くなっていくプロセスに入り始めた

のが 2026 年だと捉えています。今後どうなっていくのか

を注視し、どう対応するかを考えていく必要があると思い

ます。 

阿久津様、追加のコメントをお願いいたします。 

 

阿久津：生成 AI が出る前のディープラーニングの時代も、

大量のデータを入れて学習する取り組みが続きました。そ

の後、敵対的アルゴリズムのように、2 つのモデルを戦わ

せて最適なモデルを作る考え方も出てきました。ただ、敵

対させる場合でも、何をもって「勝ち」とするのかという

価値基準が必要です。例えば「技術的範囲に属する」とは
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何かという基準を、生成 AI のプロンプト等で定義できな

いと、本来は敵対的な最適化もできません。その意味で、

ルール決めやプロンプトエンジニアリングの余地がまだ

残っているのではないかと思います。 

 

萬：内田先生、コメントはありますか。 

 

内田：この点については特にありませんが、プロンプトを

書ける・書けないという議論は、業界の中でも一定程度使

いこなしている人の話になりがちだと思います。会社導入

の観点では、いきなり「プロンプトを書かない」方向へ行

くのではなく、まずはベースとなるところから入っていく

のがよいのではないかと思います。 

 

萬：プロンプトを書いたことがないという方には、Gemini

のディープリサーチの活用をお勧めします。ディープリサ

ーチで「これを知りたい」と入力すると、10～20 行程度

のプロンプトが提示されます。「これをやりたい」と入力

すると、精密なプロンプトが出てきます。それを修正・追

加・削除することで、プロンプトエンジニアリングのテク

ニックを学ぶのも一つの手段だと考えています。私は

Gemini で作ったものを GPT に入れたり、Claude に入れ

たりもしています。初期の頃はプロンプトが重要であるこ

と、また対話が重要であることは変わりません。一回で正

解が出るのではなく、何度もやり取りする中で生成 AI が

答えを変えてくることもあります。その点も踏まえ、次の

テーマに移ります。 

次のテーマは「生成 AI に期待すること、限界と感じる

こと」です。生成 AI には期待がある一方で課題もありま

す。また、生成 AI がレベル 3 の段階から、レベル 4（新

しい発明を生み出す AI）に入ってきたかどうかという議

論もあります。開発側では、昨年、ソフトバンクの孫会長

がトランプ大統領と握手し、多大な投資をする旨を述べた

件は、レベル 6～8 の研究を進める動きとして語られてい

ます。レベル 5 まで行くと人間を超えると言われ、さらに

人間の千倍賢い AI を作るという研究も始まっているとさ

れています。こうした状況を踏まえ、「生成 AI に期待する

こと、限界と感じること」というテーマで、内田先生から

口火を切っていただけますか。 

 

内田：まず、ターミネーターのような世界にならないこと

を願うばかりですが、冗談はさておき、期待することとし

ては、精度向上です。ライブ等を使えば一定の精度は出る

と思いますが、いわゆるインターネット上の情報を調査す

る用途では、まだ精度が高くないと感じることがあります。

そもそもインターネット上の情報が誤っていることがあ

り、それを元に学習しているため、誤った回答が出てくる

ことがあるからです。ファクトチェック機能もありますが、

デフォルトでより強固に組み込まれた形の調査型 AI が発

展すると、助かると思います。もっとも、例えば公的情報

に限定して調査させるなど、プロンプトを工夫すれば、現

時点でも一定程度は対応できると考えています。 

限界については、まず日本法の限界があると考えていま

す。日本の著作権法にはフェアユース規定がないため、新

しいビジネスやシステムが出てきたときに、すぐに対応で

きる仕組みになっていない面があります。そのため、法令

遵守やコンプライアンスを意識すると、新しいサービスを

使いにくいという話になりがちです。フェアユース規定の

導入までは難しいとしても、適切に新しいサービスを使え

るよう、早期の法改正等が進むことを望みます。 

次に、非専門家が AI を使う場合の限界です。ここでい

う非専門家は、弁護士・弁理士といった職業の違いではな

く、知財部とそれ以外といった区分でも構いません。AI が

進展すると、「AI が言っているから正しいだろう」と安易

に思いがちですが、専門家が見ると誤りであるということ

が起こり得ます。例えば、事業部が AI で作成したクレー

ムについて、知財部としては不十分だと思っても、「AI が

作っているのだから良い」と考えてそのまま出願してしま

う、といった事態も想定されます。そのため、内部で専門

家の目を通すべきものと、通す必要がないものの線引きが

課題になりますし、今後さらに顕在化してくるのではない

かと思います。 

最後に、ユーザーの能力差の限界です。社内導入してい

る会社は多いものの、なかなか使いこなせていない例もあ

ります。結局、プログラマーが使っているだけ、調査に少

し使っているだけといった状況になりがちです。これは、

パソコンの機能を 100%活用している人がほとんどいな

いのと同様で、良いツールがあっても能力次第で十分に発

揮できません。したがって、その会社の業務に応じた生成

AI のシステム化、例えばプロンプトを自分で打たなくて
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も一定の成果が出る仕組みを整備していく必要があると

考えています。以上です。 

 

萬：阿久津様、お願いいたします。 

 

阿久津：期待という観点では、知財に限らず、会社の業務

は、何らかの情報をインプットし、人間が考えてアウトプ

ットするという繰り返しで成り立っていると思います。そ

の多くは AI でできるようになっていくのではないかと考

えています。さらに、社内にしかない一般的な情報や、製

造業における仕事のプロセスのようなものも生成 AI に組

み込まれていくと、ほとんどの業務は生成 AI ベースで実

行できるようになるのではないかと思います。 

ただ、それが私たちにとって本当に幸せなのかは分かり

ません。従業員の負担が少なくて済む方向に向かうのは間

違いないと思いますし、そうなると二極化が進むと考えて

います。オペレーション中心の業務が減り、高度な判断を

する業務、意思決定業務がより重要になる構図になり得ま

す。そのとき、人員の再配置をどうするのかという問題が

あり、そこは危惧しているところです。産業革命の話に戻

りますが、最終的には、人々が仕事を通じて所得を得て幸

福を求める社会である以上、何らかの規制が入り、一定の

ところで止まるのではないかとも思います。言い換えると、

限界は人が作るのではないかと考えています。曖昧な回答

ですが、以上です。 

 

萬：羽矢﨑様、お願いいたします。 

 

羽矢﨑：私は「いいツール、いい道具」という点でお話し

します。私は 2002 年頃、NTT ドコモに在籍していまし

たが、当時を振り返ると、Windows のシェアウェア等を

使っていました。先輩が公報を読んだものをデータベース

化するために、データをダウンロードし、独自データベー

スや付箋のような仕組みを作っていたことが印象に残っ

ています。 

申し上げたいのは、プロは良い道具を選んでいるという

ことです。そして今は、道具を自ら作り出せるようになっ

てきました。これが生成 AI に期待するところであり、知

財人材にとっても良いことだと思います。例えば、商用デ

ータベースから 5 万件程度のクレームや出願データをダ

ウンロードし、NotebookLM で解析することが可能です。 

具体的には、Python コードを Google Colab で動かし、

NotebookLM で解析しやすい形式に整形します。CSV を

そのまま入れても解析しにくいことがあるため、出願番号

や請求項などのカラムを整理した形にします。 

いわゆる「バイブコーディング」のように、商用データ

を解析したいと Gemini 等に相談すると、Python でコー

ドを書いてくれます。Google Colab で動かしたいと伝え

ると、それに合わせて書いてくれます。ローカルにある商

用データベースからダウンロードしたデータをアップロ

ードし、設定方法も含めて数分でできてしまいます。道具

作りもやるべきであり、ここに生成 AI を活用できると考

えています。 

道具作りをうまく進めると、日々ランドスケープを行え

るようになります。例えば、どこがどこを買収したのか、

何千件、何万件の特許を持つ会社がどのようなポートフォ

リオを持つのかといった点を、15 分程度で解析でき、社

内で気になっていることに対して 30 分以内に答えられる

ようになります。現時点では NotebookLM 等を使います

が、このように使い倒すことで次の世界が見えるはずです。

生成 AI という道具が進化する中で、それを道具として使

いこなせるようになることに期待しています。 

 

萬：ありがとうございます。私自身、70 過ぎてから生成

AI を使い始めました。以前の人工知能は、会話するため

に特別な言葉が分からないと使えず、結局はプログラムを

作る必要がありました。しかし、プログラムを作れない人

間でも、生成 AI では会話ができるようになりました。人

工知能と人間の言葉で話せるようになったことが、生成

AI の最も優れた点だと思います。 

それが技術を理解する方向へ進み、大学入試の 15 科目

中 9 科目で満点を取る、東大の理 1 から理 3 まで全て合

格する、といった水準まで来たと言われています。そうし

た賢い AI と人間の言葉で会話できるようになり、今後は、

さまざまなテクニックを使わなくてもできる時代が来る

のではないかと思います。 

難しいところは先進的な方々が取り組まれていますが、

それをトレースしていくことで、普段の業務でも知財業務

でも進められるようになると思います。阿久津様は今日は

時間の都合で詳しくお話しされませんでしたが、島津製作
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所様での取り組みを紹介する 1 時間程度の無料動画が

YouTube で公開されており、1 万回以上再生されている

と伺っています。ぜひご覧いただき、参考にしていただけ

ればと思います。阿久津様、何かコメントはありますか。 

 

阿久津：ここにいるメンバーは、当然のように話していま

すが、やはり一定のハードルはあると思います。生成 AI

を 2～3 年追い続けてきたからこそ、「日本語で入れれば

やってくれる」という感覚がありますが、現時点では、少

し言葉を投げかけてみて、どのような返答が来るのか、ど

のような制約があるのかを理解しないと、思った答えが出

ないこともあると思います。 

もう少し先になると、本当に対話できるような感じにな

るのではないかと思います。現時点ではまだ限界もあるた

め、私の動画をご覧いただいたからといって、すぐに同じ

ことができる状態でもないと思います。あまり期待しすぎ

ず、少しずつ取り組んでいただければと思います。 

 

萬：最後に、このテーマに関しては「生成 AI に期待する

こと、限界と感じること」として整理しました。続いて、

生成 AI をこれから使おうとしている方、使ってはいるも

のの難しさを感じている方に向けて、コメントや激励を一

言ずついただければと思います。羽矢﨑様から順にお願い

いたします。 

 

羽矢﨑：私は冒頭で申し上げたとおり、丸島ゼミ、丸島イ

ズムの考え方で取り組んでおります。本質はずっと変わら

ないと考えています。事業、研究開発、知財を三位一体で

進めるというのは言うのは簡単ですが、結局はそれを解き

続けているだけだと、今も本当に思っています。 

現代のスタートアップが対峙しているのは、不確実性の

中で事業を前進させることです。事業の仮説として、新し

い市場を創出できるはずだという前提を置いたときに、そ

れを実現できるのか、知財として突破できるのかがクリテ

ィカルになります。 

こうした勝負をする際に、生成 AI は事業を前進させ、

事業を創出するために活用できます。ここに使っていくこ

とで価値が上がるはずですので、未来は明るいと考えてい

ます。以上です。 

 

阿久津：まずは、皆様に使っていただくことが大事で、そ

の際に完璧を求めないことが重要だと思います。結局、こ

れまでも人が判断していたものが完璧だったわけではあ

りません。AI が登場した途端に、AI の出力に対して「ハ

ルシネーションが出る」と言われがちですが、もともと完

璧ではありませんでした。少しでも時間が短くなる、少し

でも業務が標準化されるのであれば、まず使ってみること

が導入加速につながると思います。まずは着手していただ

ければと思います。ありがとうございました。 

 

内田：弁護士の立場からすると、リスクの話は各社の弁護

士からも説明があると思いますが、使わないこともリスク

だと思います。生産性向上は今後ますます必要ですし、例

えば羽矢﨑様がお話しされたような調査を人手で行えば、

費用だけでも非常に大きく、何十時間もかかります。それ

が数分で終わるとすれば、その時点で競争優位性が失われ

ることにもなり得ます。もちろんリスクがゼロというわけ

ではありませんが、ビジネスでリスクゼロはあり得ません。

したがって、リスクを小さくしながらうまく使うことが重

要であり、一定のリスクを負った上で使っていくことが、

会社にとっては重要だと考えています。以上です。 

 

萬：ありがとうございました。パネリストの方へ質問があ

る方は、手を挙げていただければ、質疑の場としたいと思

います。質問されたい方はいらっしゃいますか。 

 

質問者：ありがとうございました。本日のお話では、生成

AI によって既存業務の効率化が進み、より高いレベルで、

例えば事業戦略と権利化の結び付けといったことが可能

になるというお話があったと思います。一方で、世の中で

は「AI で消える仕事よりも、生まれる仕事の方が多いの

ではないか」とも言われています。5 年後、10 年後には、

私たちが聞いたことのないような職種名が生まれるかも

しれないとも思います。 

本日は知財スキルや経験のある方が多いと思いますが、

知財部として新しい価値を出すことに加えて、知財部でな

くても、新しい部署名や、聞いたことのない職種が生まれ

るとしたら、どのようなものがありそうか、もし柔らかい

アイデアでもあれば勉強させていただきたいと思いまし

た。以上です。 



 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・講 演 要 旨 

 

萬：いかがでしょうか。羽矢﨑様、答えられそうでしょう

か。 

 

羽矢﨑：小さな組織では、そもそも「何々部」が存在しな

いこともあります。私も現在は技術部におりますので、も

はや「何部」という区分ではないのだろうと感じています。

新規事業開発部でもよいのかもしれませんが、経営者や技

術リーダーが知財を扱える、あるいは知財の人が事業リー

ダーや技術リーダーになる、といった形で溶けていくのが

自然ではないかと個人的には思っています。 

 

萬：皆様、どうもありがとうございました。 
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